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国民保護計画における 

効果的な危機対応を実施するための情報システムの開発 
 

浦川豪†，林春男‡ 
 

要 旨  
平成 16 年 6 月 14 日に“武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律”（以下，国民保護法）が国会で可決され，成立し，同年 9 月 17 日に施行された。地

方公共団体は，国民保護計画を作成することが義務付けられた。本計画で想定されてい

る危機事態は，「武力攻撃事態」と「緊急対処事態」であり，地方自治体の実務者にとっ

ては未経験の事態想定となっている。 
本研究では，地方公共団体の実務者が，有事の際に効果的な危機対応を実行するため

に本計画について持つべき視点を具体的に述べるとともに，国民保護計画における危機

対応業務の分析を具体的なフィールドで実務者と協働で行い，危機対応業務分析結果に

基づくプロトタイプシステムを開発した。本研究の成果物である国民保護計画における

危機対応の考え方と業務分析結果，開発したプロトタイプシステムとその開発プロセス

は，今後地方公共団体を中心として実施される国民保護計画に係わる取り組みの具体的

な方策を示すものであると考えている。 
 

Abstract  
In consideration of international situation for national security, “Civil Protection Law” 

was enacted in June 2004 and enforced in September 2004. Local governments had responsibility to 
protect citizen against armed attack situation and emergency response situation such as terrorism 
attack. One of their responsibilities is to prepare Civil Protection Plan. The purpose of research is to 
suggest the point of view for implementing “Civil Protection Plan” and define emergency operation 
for local government practitioners. Finally, we developed an information system for implementing 
emergency response effectively in Civil Protection Plan. 

 

1 はじめに 

我が国では，平成 13 年 9 月 11 日に発生した

ニューヨーク世界貿易センタービルへの航空機

を利用した自爆テロ発生等国際的な情勢を鑑み，

武力攻撃等の新たな脅威への対策を講ずること

が急務であると認識された。そして，「武力攻撃

事態対処法(1)」,「安全保障会議設置法の一部改

正法」,「自衛隊法等の一部改正法」からなる有

事関連三法が平成 15 年 6 月に成立した。武力

攻撃事態対処法は，有事法制の基本的な法案と

して位置づけられ，武力攻撃発生に際した対処

に関して，基本的理念，国や地方公共団体の責

務や必要となる個別の法制の整備に関する事項

等を定めている[1]。武力攻撃事態対処法に沿い，

武力攻撃事態等への対処に関して必要となる有

事関連七法(2)の整備が進められ平成 16 年 6 月

14 日に“武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律”（以下，国民保護法）

が国会で可決され，成立し，同年 9 月 17 日に

施行された。国民保護法は，武力攻撃事態等に

おいて武力攻撃から国民の生命・身体・財産を

保護するため，国や地方公共団体等の責務，住

民の避難に関する措置，避難住民等の救援に関
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する措置，武力攻撃災害への対処に関する措置

及びその他の国民保護措置等に関し必要な事項

を定めている。  
国民保護法では，武力攻撃事態等に備えて政

府が国民保護に関する基本方針を定め，指定行

政機関，指定公共機関及び指定地方公共機関は

政府の基本方針に基づき国民保護に関する計画

（以下，国民保護計画）を作成することが義務

付けられている。特に，指定行政機関において

は，計画作成にあたり国民保護協議会を設置す

ること等が規定されている[2]。  
このような背景から，都道府県では平成 17

年度，市町村では平成 18 年度に国民保護協議

会を設置し国民保護計画が作成され，計画の啓

発のための住民向けのセミナー開催やパンフ

レットの作成・配布等が行われた。また，多く

の都道府県では，平成 18 年度に国民保護計画

を運用するためのマニュアルが作成された。今

後は，市町村における国民保護計画に基づくマ

ニュアル作成，有事に備えた訓練等が実施され

る。都道府県や市町村に作成が義務付けられた

国民保護計画が日本全国で整備されたことにな

るが，地方自治体の実務者は，これまで想定し

ていなかった武力攻撃等によるハザード発生の

際の措置に関する計画作りを突然義務付けられ，

国の計画作成方針等を参考に指定期間内に計画

を作成したというのが実情だと考えられる。 
国民保護計画は，8 項目（1. 基本的人権の尊

重，2. 国民の権利利益の迅速な救済，3. 国民

に対する情報提供，4. 関係機関相互の連携協力

の確保，5. 国民の協力，6. 高齢者，障害者等

への配慮及び国際人道法の的確な実施，7. 指定

公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重，

8. 国民保護措置に従事する者等の安全確保）の

国民保護措置を的確かつ迅速に実施することを

基本方針としている。また，有事発生の際に住

民の避難と救援，武力攻撃災害への対処につい

て国，都道府県，市町村の役割，地理的・社会

的状況（地形，気候，人口分布，道路の位置等，

鉄道，空港，港湾の位置等，自衛隊施設等）を

整理するものとしている。 
事態対処法の１つの法制度として国民保護法

は整備された。その事態対処法は，「武力攻撃事

態等を終結されるためにその推移に応じて実施

する措置」と「武力攻撃から国民の生命，身体

及び財産を保護するため，又は武力攻撃が国民

生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において

当該影響が最小となるために武力攻撃事態等の

推移に応じて実施する措置」の 2 本柱で構成さ

れる。前者は，自衛隊による侵害除去活動や外

交上の措置にあたり，後者が国民保護法に相当

することになる。前者の侵害除去に関する法制

度の占める割合が多いことや軍事専門家の周辺

国からの弾道ミサイル攻撃による脅威や対策に

関する侵害除去についての情報がマスメディア

を通して国民に多く発信していることから，国

民保護法や国民保護計画の位置づけが侵害除去

の内容と混在して受け取られている。 
地方公共団体実務者は，これまでの自然災害

中心の部局構成とは異なる自衛隊や消防関連部

局からの出向職員等で構成される国民保護計画

に係わるチームを編成し，計画・マニュアル作

成，住民への啓発，訓練といった国民保護計画

に係わる取り組みを実施している。今後も，国

や地方公共団体では国民保護計画に係わる取り

組みを積極的に実施することになるが，国民保

護で対象としている武力攻撃等によるハザード

は，実務者がこれまで経験したことの無いもの

が多く含まれる。その措置においては，我が国

がこれまで自然災害を中心として取り組んでき

た対策や方策の一部が適用できると考えている。

災害対策基本法と国民保護法の法制度上の異な

る部分を考慮することは必要不可欠である。し

かし，国民を保護するための措置を実施する実

務者が危機発生後，何を，どのようにするべき

なのかといった危機対応業務は，ほぼ同等のや

り方で遂行できると考えている。また，指定行

政機関では，全国瞬時警報システム（J-ALERT）
や安否情報システム等の武力攻撃等において国

民を保護する措置を効果的に実施するための情

報システムを構築している[3]。全国瞬時警報シ

ステムは，弾道ミサイル攻撃等の武力攻撃事態

に関する情報を瞬時に住民に伝える情報システ

ムとしては効果的に働き，震度情報，津波情報

や気象警報等の情報を伝達するシステムとして

も利用されている。情報伝達を迅速に行う情報
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システムは整備されつつあるが，被災地で危機

対応業務を遂行する実務者の役に立つ情報シス

テムは未だ存在しないのが現状である。 
本研究では，国民保護計画を効果的に実行す

るために持つべき視点を具体的に述べるととも

に，国民保護計画における危機対応業務の分析

を行い，さらに実務者の効果的な業務遂行を支

援する情報システムを開発し，今後地方公共団

体等が実施する国民保護計画に係わる取り組み

に関する具体的な方策を示すものである。 

2 国民保護計画を実行するために持つべ

き視点 

国民保護計画で想定している武力攻撃事態等

は以下の 2 つの事態である。武力攻撃事態とは，

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生す

る明白な危険が切迫していると認められるに

至った事態と規定されている。緊急対処事態と

は，武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数

の人を殺傷する行為が発生した又は当該行為が

発生する明白な危険が切迫していると認められ

るに至った事態と規定されている。 
（武力攻撃事態） 
・着上陸侵攻 
・ゲリラや特殊部隊による攻撃 
・弾道ミサイル攻撃 
・航空機による攻撃 
（緊急対処事態） 
・危険性を内在する物質を有する施設等に対す

る攻撃が行われる事態 
・多数の人が集合する施設，大量輸送機関等に

対する攻撃が行われる事態 
・多数の人を殺傷する特性を有する物質等によ

る攻撃が行われる事態 
・破壊を手段として交通機関を用いた攻撃等が

行われる事態 
前述のように，国民保護法に基づく国民保護

計画において地方公共団体が行わなければなら

ないのは，これらの武力攻撃に対しての侵害除

去や国際的外交等の対策ではなく，警報発令，

避難指示・誘導等の避難活動，物資等の救援活

動や応急措置等のハザードによる被害を最小限

度に軽減する措置を実施することである。すな

わち，地方公共団体は，国民を保護するために

危機発生後の危機対応を効果的に実施すること

が求められていると言うことができる。実務者

が効果的な危機対応を実施するための要点は下

記の 3 点である。 
①一元的な危機管理システムとして国民保護計

画を捉えること 
国民保護計画において想定されている事態が

起これば，自然災害等が発生した際の災害対応

とは異なり，異変を覚知し，ハザードを特定す

ることから危機対応が始まる。また，これらの

事態は人的行為によって引き起こされる危機で

あるため，警察機関による犯罪捜査が行われる。

本研究では，国民保護計画を全く未知のハザー

ドに対する新たな取り組みと考えるのではなく，

日本がこれまでに経験した自然災害，SARS や

鳥インフルエンザ感染症，事故といった様々な

ハザードによって引き起こされる危機的状況に

対し，如何に対応し，社会的な混乱を最小限度

にとどめ，早期に社会的な秩序を回復できるか

という一元的な危機管理システム構築の視点か

ら捉えることとする。一元的な危機管理システ

ムとは，どのようなハザードであっても危機発

生に対する危機対応ととらえ，いつも同じ標準

的なやり方で危機対応を実行することができる

仕組みである。この視点から見ると，自治体実

務者の危機対応は，消防や自衛隊を中心とした

救命・救助，住民の避難活動支援が責務となり，

自然災害等の危機対応と同等の対応が求められ

ることがわかる。つまり国民保護計画では，ハ

ザードの種類は異なっても，危機が発生した際

に，地方公共団体の実務者が如何に効果的な危

機対応を迅速に実施できるかが問われているか

らである。  
②武力攻撃事態等で想定されている事態 
地方自治体等の実務者が国民保護計画におい

て想定されている全ての事態を考慮し，事前に

具体的な対策を実施することは困難であると考

えている。武力攻撃事態で想定されている着上

陸侵攻，ゲリラや特殊部隊による攻撃，弾道ミ

サイル攻撃，航空機による攻撃が発生する事態

は，いわば戦争事態である。地方公共団体が国

民保護計画における具体的な対策を実施すると
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いう視点に立てば，発生確率が高く，危機対応

実務者に対し影響度の高い事態を想定した対策

を実施すべきである。 武力攻撃事態は，国の外

交努力による戦争事態の解決が優先される。近

年の世界各国におけるテロ発生の頻度から鑑み，

地方公共団体にとっては緊急対処事態で想定さ

れている 4 つの事態を優先度の高い事態とし，

具体的な対策を実施すべきである。   
③対峙するハザードの特徴と危機対応方針 
前述のように地方公共団体が優先度を高く取

り組むべき事態は，緊急対処事態で想定されて

いる 4 つの事態である。これらの事態が引き起

こすハザードによって，地方公共団体の実務者

は，点発生の一現場型又は複数現場型の危機対

応を求められることになる。点発生の一現場型

又は複数現場型の危機対応とは，危機の発生点

を中心として，同心円状の区域を設定し効果的

な危機対応を実施する形態のことである。前述

のように国民保護計画において優先度を高く取

り組むべき事態は緊急対処事態で想定されてい

る 4 つの事態であり，図 1 で示すように，これ

らの事態は発生するハザードの発生源を中心と

した点発生型の危機事態と考えることができる。

一現場型の危機事態の例は，土砂災害や事故等

であり，その事態が同時発生すれば複数現場型

の危機事態となる。また，防災分野において関

心が高い地震災害や洪水災害等は面発生型の危

機事態であり，それが面的連続性を形成すれば，

東海・東南海・南海地震等による広域巨大地震

ということになる。 
一現場型又は複数現場型の危機対応では，図

2 のように事態の発生源を中心とし，ハザード

の特性及び被害の規模を考慮し，被災区域，緊

急活動区域，後方支援区域と区域形成を行い，

具体的な危機対応を実施する。この区域形成の

方法は，欧米諸国では標準的な危機対応の方策

(3)であり，事態の発生源を中心とし米国では

Hot Zone，Warm Zone，Cold Zone，英国では

Bronze（実践的管区），Silver（戦術的管区），

Gold（戦略的管区）と呼んでいる[4]。 

点発生型の危機事態 面発生型の危機事態

同時多発災害 広域災害

土砂災害
大規模事故

洪水
地震

一現場型

多現場型

国民保護計画

図 1 危機事態の形態 

後方支援区域

緊急活動区域

被災区域

Hot Zone

Warm Zone

Cold Zone

Bronze
（実践的管区）

Silver
（戦術的管区）

Gold
（戦略的管区）

英国式* 米国

 
図 2 点発生一現場型の危機対応 

本章では，国民保護計画を特別に新しく取り

組むべき計画ではなく，一元的な危機管理シス

テムとしてとらえるべき計画であることを述べ，

想定されているハザードを整理し，ハザードが

発生した際に遂行する危機対応の方針を述べた。   
本章で述べた国民保護計画の捉え方に基づき，

以降の章において，地方公共団体の実務者が実

施する具体的な危機対応業務内容とその業務を

効果的に実行するための情報システムの構築を

行う。 

3 国民保護計画における危機対応業務フ

ロー分析 

本章では，前章で述べた一元的な危機管理シ

ステムに基づく国民保護計画を実行するために，

地方公共団体の本計画に携わる実務者が，どの

ような危機対応業務を，どのように遂行するの

かといった危機対応業務内容を具体的に整理す

る。危機対応業務の分析に際して，浦川ら(2006)
は，効果的な危機対応を可能とする情報システ

ム導入のためには，実務者自らが参画する業務

フロー分析及び上流工程が必要不可欠であるこ
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とを示している[5]。同時に，業務フロー分析手

法としてデータフローダイアグラム（DFD）の

有用性を示している。井ノ口らも，奈良県を

フィールドとし災害対応支援システム構築に向

けた要件定義のためには，自治体職員が自ら災

害対応業務分析を行うことの重要性を述べてい

る[6]。  
地震災害等の自然災害の災害対応業務は，過

去の災害事例の記録や実務者へのインタビュー

等から業務内容を定義することが可能であるが，

国民保護計画に関する危機対応業務は実務者が

未経験の危機対応業務である。前章で述べたよ

うに，国民保護計画で想定している事態が発生

し，地方公共団体が危機対応を行った事例は存

在しないが，これらの危機対応業務も一元的な

危機管理の仕組みとしてとらえれば業務定義が

可能であると考えた。本章では，滋賀県の国民

保護計画に携わる実務者と協働で危機対応業務

フローの分析を行った。滋賀県では，国民保護

計画を策定後，学識者等から構成される部会を

設立し，国民保護対応マニュアルを作成中で

あった。業務フローの分析は，滋賀県国民保護

対応マニュアル（案）において規定されていた

業務内容を基本とし，具体的な業務フロー分析

の過程で，これまで考慮していなかった内容を

実務者自らで追加した。その際，業務フロー分

析の成果物は DFD 等に記述した。 
(1)  危機対応業務フロー分析のための留意点 
a) 対象とする危機事態 
前章において，武力攻撃等の事態の中で優先

度が高いと考えられるのは，緊急対処事態で想

定されている４つ事態であることを述べた。緊

急対処事態はテロリズムによる危機事態である。

ここでは，一現場型の危機事態への対応として

最も標準的に取り扱うことができ，国際的にも

近年発生頻度が高い爆発によるテロリズム攻撃

（多数の人を殺傷する特性を有する物質を含ま

ない）を対象とした。複数同時多発や複数の管

轄に及ぶ事態が想定されるが，2 章で述べた優

先度を高く取り組むべき事態の最も標準的な仕

組みを確立することが最優先課題であると考え，

本事例では 1 施設における爆発テロ発生の事態

への危機対応に焦点を当てた。  

b) 危機対応業務を遂行する時間の想定 
一現場型の危機事態では，地震災害に代表さ

れる被害が面的な広がりを持つものと比較する

と，多くの人的，物的資源を重点的に投入する

ことが可能であり，地方公共団体が主体で対応

する期間は比較的短期間であると考えている。

また，国が事態認定を行ってはじめて国民保護

法の枠組みでの措置が実施される。緊急対処事

態で想定されている 4 つの事態は，国よりも危

機発生現場での情報が最新の情報となり，都道

府県を経由して国に情報伝達される。国が事態

認定を行うまでに，現場では危機対応業務がは

じまっているのは必然である。すなわち，国の

事態認定の前段階が市町村，都道府県の危機対

応業務としては最も重要な責務を持つことにな

る。滋賀県では，国の事態認定の前段階は自然

災害等への対応を目的として常設している防災

監を長とする危機管理連絡調整本部が初動期の

危機対応を実施し，事案が多数の人を殺傷する

行為である又はその可能性が高いと判断された

後，緊急事態連絡本部へと移行し，県として危

機対応を実施することとしている。国の事態認

定後は，国からの対策本部設置通知を受け，知

事を本部長とする国民保護対策本部が設置され

る。国民保護対策本部設置後は国の積極的な関

与が期待されるが，事態認定前は市町村，都道

府県に危機対応遂行の責務が委ねられているこ

とになる。ここでは，国の事態認定前の滋賀県

の危機対応業務を分析した。 
(2) 実務者による危機対応業務フロー分析 
実務者による危機対応業務フロー分析ワーク

ショップは，2006 年 9 月 20 日(13：00～17：
00)，21 日(13：00～21：00)，29 日(10：00
～19：00)の計 3 日間で実施した。 
ワークショップへは，滋賀県庁民文化生活部

総合防災課危機管理・国民保護室職員(消防から

の出向 1 名，自衛隊からの出向 1 名，危機管理

室 2 名)と筆者を含む大学機関 3 名がファシリ

テータとして参加した。 
危機対応業務フロー分析は，参画する実務者

が最終成果物となる DFD を意識すること無く

効率的に分析を行える紙のカード(4)を準備した。

その際，滋賀県国民保護対応マニュアル（案）
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を基礎資料として，具体的な記述や想定が不足

している部分は，実務者のこれまでの経験等に

基づき議論された内容を追加していく手順を

取った。また，大学機関からの研究者は業務フ

ロー分析を円滑に進めるためのいわばファシリ

テータとしての役割を担い，業務フロー分析の

内容に関する決定事項は実務者の考えや責任に

委ねることとした。 
滋賀県に立地する大規模集客施設で爆発テロ

事態が発生した想定での業務フロー分析を行っ

た結果，国による事態認定前までの県の主要な

危機対応業務は，①初動措置，②緊急事態連絡

本部の設置，③現地指揮所の開設・運営そして

④現地合同調整所の開設・運営等であることが

分かった（図 3 参照）。以下に主要な危機対応

業務の内容を示す。 
①危機管理連絡調整本部を中心とした初動措置 
現場では何が起きたか分からないが，何か大

変な事が起きているという異変を覚知すること

から危機対応業務がはじまる。まず，危機対応

の局面が大きく変化すると考えられる時点で区

切り，県だけではなく危機対応業務を遂行する

各関連機関も含めた危機対応の全体像を整理し

た。この時点では，県は危機管理連絡調整本部

を指揮本部として，初動の情報収集体制を確立

し，緊急事態連絡本部への体制移行準備を行い，

危機管理連絡調整本部連絡調整会議を開催する。

その他，初動の情報収集体制を確立する業務は，

危機発生を危機管理連絡本部長に報告し，危機

管理連絡本部本部員・連絡員・事務局長を招集

する。さらに，知事と地方連絡調整本部長に危

機発生を報告するとともに，消防庁，自衛隊や

他の市町に伝達し，現地連絡員を派遣する等更

に詳細な業務へと展開される。  
②緊急事態連絡本部の設置 
現場の被害状況，対応状況の現状把握が継続

的に進められ，現場では被災区域，緊急活動区

域等の区画が形成され，NBC の簡易検査や被

災者へのトリアージ，被災者の搬送及び隔離，

緊急活動区域内の住民の屋内への避難誘導等が

行われる。大規模集客施設において多数の人を

殺傷する行為の発生を想定したため，県は緊急

事態連絡本部へ体制を移行する。緊急事態連絡

本部を設置するためには，現場の状況を把握し，

対応方針を決定し，対応計画を作成し，対応計

画を周知するための本部会議を開催し，最後に

関係機関に派遣要請する。①同様にそれぞれの

業務が更に詳細な業務へと展開される。図 3，
図 4，図 5 にどのような危機対応業務を実施す

るのかを整理したものの一例を示す。図で示す

ように 3 階層で危機対応業務が整理された。ま

た，図 6 は，図 5 に示す最下層の業務内容を展

開したものとなり，その内容が業務遂行の手続

き，利用する資源を記述された DFD となる。

DFD は情報システムを構築するための要件定

義に活用できる記述手法である。図 6 のように，

現場の状況を把握する業務は，本部長の指示に

従い現地連絡員が現場情報を収集する。その被

災情報メモをもとに，本部班の情報担当が被災

情報を関係機関への報告用に集約する。最後に，

情報担当が各関連機関の連絡先を参照し，被災

情報を関係機関に報告する。 
③現地指揮所の開設・運営 
現場では，消防，警察がいち早く応急活動区

域内に現地指揮所を開設し，被災現場での救助

活動，交通規制等が継続的に進められている。

県では，緊急事態連絡本部の設置後，現地指揮

所の開設・運営を行う。現地指揮所の開設・運

営業務は，現地指揮所を開設し，被災現場にお

ける最新の状況を把握し，職員の役割分担を再

確認し，県の緊急事態連絡本部との連絡体制を

確立する。上記同様に，各業務が更に詳細な業

務へと展開される。 
④現地合同調整所の開設・運営 
県は，必要に応じて現地合同調整所を設置・

運営を行うことができる。現地における活動方

針を作成し，合意形成後，被災地で活動してい

る各関連機関の進捗状況を把握し，活動調整を

行い，現地合同調整所で現地報道を行う。現地

合同調整所において，各関連機関の対応状況を

調整し，これまでの緊急活動区域設定（消防警

戒区域）を住民の安全と関連機関の対応が円滑

に進むことを考慮し，警戒区域として再度区域

形成を行う。上記同様に，各業務が更に詳細な 



情報システム学会誌 Vol. 4, No. 2 

JISSJ Vol. 4, No. 2   60

国民保護計画
に基づく危機対
応を実施する

1

危機管理連絡調
整本部（初動対
応）を設置する

2

緊急事態連絡
本部を設置する

3

現地指揮所を
開設・運営する

4

現地合同調整所
を開設・運営

する

5

緊急通報を
発令する

6

事態状況に合わ
せて対応計画を

修正する

 
図 3 災害対応業務の抽出・整理（レベル 0） 

2

緊急事態連絡本
部

を設置する

2-1

現場の状況を
把握する

2-2

対応方針を
決定する

2-3

全般的な
対応計画を作成す

る

2-4

対応計画を周知
するための本部
会議を開催する

2-5

関係機関に
派遣要請する

 
図 4 災害対応業務の抽出・整理（レベル１） 

2-1

現場の状況を
把握する

2-1-1

現場情報を
収集する

2-1-2

被災情報を
関係機関への報
告用に集約する

2-1-3

被災情報を
関係機関に
報告する

 

図 5 災害対応業務の抽出・整理（レベル２） 

情報収集の指示
があった

2-1-1
【現地連絡員】

現場情報を収集する

被災情報が
入った 2-1-2

【情報担当】
被災情報を関係機関へ
の報告用に集約する

被災情報が
集約された

2-1-3
【情報担当】

被災情報を関係機
関に報告する

本部長

情報収集の
指示

デジカメ

車

被災情報メモ

被災情報の
報告様式

マニュアル様式集

被災情報報
告文書

関係機関先格納
DB

関係機関
連絡先

被災情報
報告文書

被災情報
報告文書

緊急事態連絡本部
のファイル

関係機関

START

END  

図 6 災害対応業務の手順（DFD） 

 
業務へと展開される。 
また，県の緊急事態連絡本部では住民の生命，

身体，財産に対する危険が急迫していると判断

された場合，緊急通報により放送事業者に事態

の現況を伝え，住民の屋内退避等を呼びかける。 
国による事態認定前に事態が継続的に展開する

場合は，事態状況に合わせて対応計画を修正す

る。最新の情報に基づき，②で実施した業務内

容を反復することとなる。 
国による事態認定後は，国民保護法の枠組み

で危機対応業務を実施することとなり，これま

での危機対応業務内容を引き継ぎ，速やかに国

民保護対策本部へ体制移行を行い，定められた

警報の通知，住民への避難の指示，安否確認の

危機対応業務を実施することになる。 
(3) 危機対応業務フロー分析結果の考察 
大規模集客施設での爆発テロ事態を想定し，

国の事態認定前の滋賀県の危機対応業務分析を

通して，国民保護計画における地方公共団体，

特に都道府県の危機対応業務の全体像と詳細な

手続きが明らかになった。ここでは危機対応業

務フロー分析結果の考察を行った。 
被災現場では，何が起きたか分からないが，

何か大変な事が起きているという非常に状況認

識が曖昧な状態から危機対応業務がはじまり，

まず消防，警察等の関連機関の被災地での活動

が遂行される。その際，都道府県では，国民保

護法の枠組み以外の仕組みで危機対応業務を遂

行するための体制整備，情報共有の仕組みを確

立することが求められる。 
滋賀県では，危機管理連絡調整本部から緊急

事態連絡本部，国による事態認定後の国民保護

対策本部と局面において時系列的に本部体制が

移行される。前述のように法律の適用を考慮し

た体制整備の手法を確立している。その際，本

部長が同一人物ではないこと等を考慮し，最終

的には国民保護対策本部設置を念頭に置いた柔

軟な組織編制となっている。このように速やか

に体制移行を行い，危機対応業務を継続的かつ，

効果的に実施するためには，被災現場の最新情

報の収集と集約，組織を編成する実務者の状況

認識の統一を図ることが重要である。 

情報収集 

情報集約 

報告 
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都道府県では体制移行の局面等，対応計画の

方針を決定し，先に述べた実務者の状況認識の

統一を図るための本部会議が複数回開催され，

その度に最新の収集した情報の集約作業が実施

される。この会議での決定事項が組織内部や各

関連機関と情報共有される。組織内部の実務者

と関連機関との情報共有を図るための情報集約

手法の確立が県の危機対応業務を効果的に実施

するために最も重要である。 
本章では，国民保護計画に基づき爆発テロ事

態発生の際の危機対応業務において，誰が，何

を，どのような手順で，どのような資源を利用

して行うのかを分析した。その際，どこまで詳

細に業務内容や利用する資源を記述するのかが

議論となったが，業務フロー分析に参画してい

る危機対応実務者が，重要である又は必要であ

ると考えるレベル，つまり危機対応実務者に役

に立つと考えるレベルまで記述することとして

いる。 
日本全国では，地勢等様々な要素から地域性

があり，その地域性と実務者の危機対応業務に

関する積極的な取り組みの成果物として各地方

公共団体の危機対応業務フロー及び危機対応マ

ニュアルが作成されることとなる。 

4 国民保護計画における効果的な危機対

応を実施するための情報システムの開

発 

本章では，前章における業務分析に基づき要

件定義を行い，国民保護計画を効果的に実施す

るための情報システム構築へ向け，開発したプ

ロトタイプについて述べる。前章の業務分析の

ように，被災現場では何が起こったのか分から

ない状況から危機対応ははじまり，地方公共団

体の実務者は，効果的な後方支援を実行するこ

ととなる。法律上の制約があり，国の事態認定

の前後で組織体制が移行されることから，多く

の実務者がハザードや被害，各関連機関の対応

状況の最新情報を継続的に更新，共有できる一

元的な仕組みが求められる。この情報システム

の役割は，危機対応実務者の状況認識の統一を

図ることである。一元的な危機管理システムを

確立している米国では自然災害やテロリズム攻

撃の事態の際に，地図，チャート，表や画像等

を利用し，ハザードの情報，関連機関の対応状

況，被災者へのサービス内容，活用済み又は利

用可能な物的資源の情報，災害対応の戦略や災

害対応実務者の対応計画等で構成される COP
（Common Operational Picture：状況認識統

一図）を作成し，定期的に更新することとなっ

ている[7]。 COP は情報システムやホワイト

ボード等様々なツールを利用して作成されてい

る。また，前章で述べたように，時々刻々被災

現場での状況が変化する中，本部では最新の情

報を収集し，情報集約を行い対応方針が本部会

議で合意され，組織内の危機対応実務者や各関

連機関と情報共有される。情報集約業務は，個

別だけでなく組織として危機対応を効果的に遂

行するために重要な業務となる。我が国では災

害発生後に災害対策本部を設置し，災害対策本

部の壁等の掲示スペースに収集した情報を紙媒

体で貼り付け，古い情報は破棄されるのが一般

的であり[8]，災害が新たに発生する度に現場の

判断で同様の情報掲示形式となる。図 7 は情報

集約業務の情報処理過程を示す。多くの情報が

収集されるが，まずその情報の信頼性等を評価

することが重要となる。利用できると評価され

た情報は，情報集約され対策本部に掲示される。

その際，必要に応じて地図や報告様式等に集約

される。地図は場所とその場所に関連する情報

を容易に把握できる情報として必要不可欠とな

る。また，前述のように被災現場の最新情報は

本部会議や各部局，各関連機関に所定の様式で

報告，共有される。各関連機関への報告様式は，

例えば自然災害では，地域防災計画等で定型化

されていることが多いが，組織内の実務者が最

新の状況を把握する目的で作成するための様式

は定型化されていないことが多い。前章の業務

分析で明らかになったように，危機対応を実施

する組織は本部会議で対応方針を決定し，対応

計画を作成し，危機対応の実務者に会議等を通

じて周知するという業務フローを繰り返し行う。

組織内部で情報を共有するための様式は災害対

応を効果的に実施するために重要なものであり，

米国では事案の被害等の概要をまとめる様式や

事案に対する危機対応の状況をまとめる様式が
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定型化されている[9]。 
 国民保護計画において想定されている事案に

対する対応は，何が起こったのか分からないと

ころからはじまり，頻繁に現場の状況について

現場と本部でやり取りされ，本部会議において

対応方針が決定される。つまり，国民保護計画

における国による事態認定前に地方公共団体が

危機対応業務を効果的に遂行するために必要な

情報システムは，収集した最新の被害情報，対

応の状況を効率的に集約でき，集約した情報に

基づき実務者が状況認識を統一できることであ

ると考えた。 

受信者

評価者

利用できない 利用できる 対策本部内掲示

報告様式

文書管理

ぬけ･もれ･おち 真偽検証

情報収集

地図化

《 情報資料》

適時性
信頼性
正確性

対応指示

OK

**
情報

《 Information 》

ホワイト
ボード等

《 Intelligence》

《 Information 》

《 情報》
情報システム

 
図 7 危機対応における情報処理手順（集約） 
(1)  要件定義 
本章では，滋賀県をフィールドとして，危機

対応業務分析に基づき情報システム開発を行う。

危機対応業務分析結果で示すように，本部の名

称や体制等滋賀県特有の危機対応の仕組みは存

在するが，本部を中心として実施する危機対応

業務の多くは，日本全国同じ内容であると考え

られる。本章で述べる情報システムも滋賀県を

フィールドとして，日本全国の自治体実務者が

利用することを想定した標準的な情報システム

を目指している。 
以下に前章の危機対応業務分析に基づき，地

方公共団体が国民保護計画に基づく危機対応業

務を効果的に実施するための情報システムの必

要要件を定義する。  
－国民保護計画における地方公共団体の危機

対応業務を効果的に実行すること。 
・異変を覚知し，その原因を迅速に推測できる

こと 
・事態の発生場所と関連する情報を検索できる

こと 

・各関連機関の対応状況を登録できること 
・対応状況を最新の情報に更新できること 
・対応の状況等登録した情報の履歴管理ができ

ること 
・点発生一現場型の危機対応を効果的に実施す

るための情報処理が可能であること 
・実務者が共有する情報様式を作成できること 
・隣接する地方公共団体や各関連機関と情報共

有できること 
(2) システム構成及び開発における留意点 
国民保護計画における地方公共団体の危機対

応業務は，初動期の「本部の体制構築と体制移

行，本部の運営」，被災区域，緊急活動区域等の

現場での災害対応を実施する上での「区画形成

と区画の変更」，現場での活動拠点であり調整機

能を有する「現地指揮所，合同調整所の開設・

運営」が重要となる。「本部の体制構築と体制移

行，本部の運営」は，国民保護計画の法令上の

特色として体制移行が進められることが分かり，

体制移行に伴い首長が変更する場合もある。そ

の組織体制での首長を中心とした本部会議を構

成する危機対応実務者が容易に現在の最新情報

を把握することができる情報システムを構築す

るための技術として空間情報技術・GIS を活用

することとした。実務者の状況認識の統一を図

るために地図は重要な情報となる。要件定義の

ように，場所の特定や検索，現実世界は可視化

されない空間的な区画の空間認識が求められ，

ここで開発する情報システムは，空間情報に基

づく情報処理を効率的に行うことができる仕組

みとした。汎用的な GIS ソフトウエア ESRI 社
ArcGIS9.1，様式作成用には多くの実務者が使

い慣れている Microsoft Excel を利用し，要件

定義に基づき必要となる機能を開発した。「区画

形成と区画の変更」は，初動期とその後で区画

の名称（緊急活動区域から警戒区域へ）及び区

画が臨機応変に変更される。緊急活動区域や警

戒区域は，危機対応実務者の活動区域となり，

道路封鎖箇所を連続的に結んだ区画となる。道

路封鎖箇所と緊急活動区域及び警戒区域の作成

を関連させた仕組みを搭載した。「現地指揮所，

合同調整所の開設・運営」では，危機対応業務

分析で明らかになった登録すべき情報（現地指
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揮所を開設する組織）を明確にし，そのデータ

セットを作成した。データセットとは，データ

に登録すべき情報等振る舞いを事前に規定して

おくことである。被災地では，被災区域の周辺

に危機対応を行う関連機関の現地指揮所及び現

地合同調整所が設置される。このとき利用する

実務者が情報登録を行うと，機関別の指揮所の

アイコンが自動的に表示され，登録時に指揮所

名称，登録時刻や更新時刻等が自動付与される

といったデータに意味を持たせる仕組みである。

また，市町村では，被災区域における被災者の

避難誘導が重要な業務となり，被災区域の被災

者の数を見積もることが必要不可欠となる。前

述の区域形成の仕組みと関連し，区画内の被災

者数を見積もる仕組みを搭載した。 
プロトタイプシステムは日本全国で利用可能

な環境を想定し，比較的入手が容易な国土地理

院数値地図 2,500 と背景地図として航空写真を

利用した。 
(3)  プロトタイプシステムの開発 
a) 開発工程及び開発環境 
開発にあたっては，プログラマー1 名，筆者

が SE を担当し，SE とプログラマーによる要件

定義，機能モデル及びデータモデルの構築を行

い，2006 年 10 月の 1 ヶ月をかけて開発を進め

た．開発工程中，実務者からのフィードバック

を受け機能，GUI を改良した。開発環境は，市

販のラップトップ（ IBM ThinkPad X40, 
CPU:PentiumM/1.2GHz, メモリ容量:1GB）を

利用したスタンドアロンとし，汎用的な GIS ソ

フトウエアESRI社ArcGIS9.1の開発環境であ

る ArcObjects，開発言語として Visual Basic
を用いた。また，ESRI 社のデータベースフォー

マットであるジオデータベース（Microsoft 
Office Access と連携）をリポジトリとしてデー

タを格納した。 
b) プロトタイプシステムの開発 
危機対応業務分析において，緊急事態連絡本

部の危機対応業務の内容と手続きが明らかに

なった。本部運営で最も重要な業務は，時々刻々

変化する被災地の状況を迅速に把握し，事態が

沈静化するまで繰り返し開催される本部会議に

て本部長が対応方針を決定することである。モ

バイルデバイスと通信を利用した現場での情報

収集，本部への情報伝達も効果的であることは

言うまでも無いが，危機発生時の通信の輻輳等

不確定要素が多く，災害現場では紙や口頭で現

場の情報が収集・伝達されることとなる。本研

究で開発する情報システムは，本部で収集した

情報資料の状態（紙ベースやデジタルベース）

に依存せず，本部の情報処理業務を支援し，本

部会議において実務者間の状況認識を統一する

ことを支援できるシステムとする。 
本プロトタイプシステムは，どのようなハ

ザードであっても危機発生に対する危機対応と

とらえ，いつも同じ標準的なやり方で危機対応

を実行することができる仕組みである一元的な

危機管理システムに基づき，危機対応を効果的

に実行するための実務者間の状況認識の統一を

支援するツールとして位置づけている。つまり，

本プロトタイプシステムは，標準的な危機対応

の方策である一現場型の危機対応に基づき前章

で述べた大規模集客施設での爆発テロ事態を想

定し，空間的に認識すべき当該区域又は施設の

情報を簡単に検索，表示できることや最新の被

害の状況，対応の状況を効率的に登録できるこ

と，最新の情報を利用した事態の概要が整理で

きる等，時系列を考慮した情報システムである。

本プロトタイプシステムは，繰り返し行われる

危機対応業務を効果的に進めること，そこで行

われる情報処理を効率化することを目指し開発

したものである。要件定義の中の「異変を覚知

し，その原因を迅速に推測できること」は NBC
の感染を考慮することが求められる。「隣接する

地方公共団体や各関連機関と情報共有できるこ

と」は Web を介した情報インフラの仕組み構築

が求められる。2 つの要件も満たす情報システ

ムは，本論文の一元的な危機管理システムに基

づくプロトタイプシステムの発展形と位置づけ

た。 
（必要とする情報の検索） 
危機管理連絡調整本部には，現場では何が起

きたか分からないが，何か大変な事が起きてい

るという状況で爆発が発生したと思われる施設

名称や場所を特定する大まかな情報が入ってく

る。図 8 のように，施設名称を利用し当該施設 
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図 8 緊急事態発生地点の特定（場所検索）        図 9 当該施設に関連する情報の検索 

現場指揮所（ＩＣＰ）の登録

  
図 10 対応状況の登録             図 11 一現場型の危機事態に対する区域形成 

 

警戒区域の設定

 
図 12 報告様式への集約             図 13 警戒区域の設定 

の検索，地図表示する。また，図 9 のように，

当該施設の関連情報を引き出す。爆発がテロ

か事故なのか等被害拡大の見積もりを立て，

危機対応方針を決定することが求められるた

め，当該施設の情報を位置情報と関連付け

データベース化することは有効である。国民

保護計画において，地方公共団体では大規模

集客施設等のデータを整備することも求めら

れているが，短期間で全てのデータ整備は困

難であり，活用の局面を具体的に想定し，デー

タ整備の優先度を付ける等の工夫も必要であ

る。 
（対応状況の登録） 
本部では，爆発テロ攻撃事態の発生を視野



情報システム学会誌 Vol. 4, No. 2 

JISSJ Vol. 4, No. 2   65

に入れ被害や対応状況を整理する。図 10 の

ように，事態の発生点を中心として大まかな

被災区域想定する。前述のように国民保護計

画における危機対応のためのデータセットを

構築しており，実務者は図 10 左の主題図の

一覧から登録する主題図を選択し，区域を描

写することによって被災区域が自動的に登録

される。同様に，被災現場では消防と警察が

現地指揮所を設置する。これらの指揮所も容

易に登録できる。 
（区域形成と空間に基づく被害等の見積も

り） 
 被災区域では，NBC の簡易検査，人命救

助や消火活動が行われる。その周辺ではトリ

アージ，負傷者の搬送等が行われる。2 章で

述べたように，一現場型の危機事態に対する

危機対応方策に従い被災区域，緊急活動区域

の区域形成が行われる。被災現場では，危機

対応従事者以外は緊急活動区域に立ち入るこ

とができない。警察等が進入規制を行うこと

になる。進入規制箇所を面的につなげた区域

が緊急活動区域（滋賀県の場合，国の事態認

定前は消防警戒区域，事態認定後は消防警戒

区域を最新の状況を考慮し変更した区域を警

戒区域としている。）となる。図 11 のように，

進入規制箇所を登録し，区域設定ボタンを押

すことで，自動的に消防警戒区域が作成され

る。発生した大規模集客施設の収容人口等か

ら被害の大まかな規模の見積もりが可能であ

る。また，被害の見積もりや対応状況等が登

録された地図も実務者の状況認識の統一のた

めに重要な情報となることを述べた。被害や

対応状況の概要をまとめる様式に，登録され

た情報，算出された情報を展開することが求

められる。図 12 のように，対象とする区画

を選択し，空間検索と集計ボタンを押すこと

で，事前に Microsoft Excel を利用して設計

した事態の概要をまとめる様式に地図と算出

した結果の表とグラフが展開され自動的に事

態の概要の報告様式が作成される。ここで想

定している爆発テロ事態では，消防警戒区域

内に屋内退避している人口及び区域に含まれ

る建物数と建物種別を自動算出している。前

章で述べたように，報告様式が会議資料等紙

媒体で危機対応実務者に配布されるため，収

集，評価，登録した情報がこれらの報告様式

に効率良く集約されることが求められる。こ

こで示した情報処理が繰り返され最新の情報

が更新される。さらに，図 13 のように事態

認定後は消防活動区域が警戒区域として区域

の修正が行われ設定される。また，図 14 の

ように事態の規模に応じてグリッド（格子枠）

を任意の大きさで作成しグリッドに付与した

ID によって位置参照が可能な機能を付加し

ている。特に大規模集客施設における爆発テ

ロ事案の際は，場所を特定するキーとなる情

報が住所だけでは不十分であり，大まかにそ

の敷地のどこで何が起きたのかを整理するこ

ととなる。2001 年 9 月に発生したニューヨー

ク世界貿易センタービルへの航空機を利用し

た自爆テロ事態の際もグリッドによる位置参

照方式を確立し危険物の有無，被災状況の変

化，救援隊員の作業エリアの割当・作業進捗

状況の把握，遺体や発見物の場所の特定に利

用されたことが報告されている[10]。滋賀県に

は存在しなかったが，空中から見えない地下

空間でのテロ事態も考えられ，地下平面図と

グリッドの組み合わせによる位置参照は有効

であると考えている。日本では自衛隊の地図

には，グリッドと標高等の地形が表示されて

いる。現地連絡員や自衛隊等の危機対応業務

に従事する関連機関がそれぞれの特有の手法

ではなく，同じ位置特定の手法を用い情報集

約を行い，その情報を共有することで一元的

な危機対応が効果的に進められると考えてい

る。事態の被害や対応状況の概要をまとめる

様式は，事態発生直後は，大まかな被害の状

況等を集約する様式となるが，時間経過に

沿って具体的な被害の写真等，様式に集約す

る情報内容も変化することが想定される。図

15 には，現地写真を地図等とともに効率良く

様式に集約する付加機能を示している。 
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図 14 グリッドを利用した位置参照方式 

 
図 15 報告様式への展開（現地写真等） 
本プロトタイプは，前述のように本部会議

において実務者間の状況認識を統一するため

の情報処理，情報共有を支援することを目的

として開発した。本プロトタイプに搭載した

機能は，本部の情報担当（班）が実施する情

報処理業務を効率化するとともに，各関連機

関との情報共有を容易にするものである。ま

た，本部では，数値だけではなく地図を利用

することで最新の被害状況，対応状況が可視

化され，本部会議に出席する本部長（首長）

等の適切な対応方針決定に役立つ。本部長は，

その時の現状を正しく把握し，やらなければ

ならないことを理解し，その危機対応業務を

効率的に実施する方策を決定する。現在の日

本の自治体の災害対策本部では，迅速に最新

の情報を用いて被害や対応状況を地図化する

仕組みが存在しない。時々刻々変化する状況

を迅速に地図化・更新するためには，デジタ

ル地図を用いた仕組み確立が有効である。 
(4)  情報システム面での考察 
爆発テロ事態発生を想定し，危機対応業務

分析に基づき要件定義を行い，国民保護計画

を効果的に実施するための情報システムのプ

ロトタイプを開発した。国民保護計画におい

て優先度の高いハザードである緊急対処事態

で想定されている４つ事態において本プロト

タイプは有効であると考えている。本プロト

タイプは，実務者による情報登録の簡易化，

データベース化，情報処理過程を効率化すべ

きプロセスは自動化し一現場型の危機事態に

対する危機対応を効果的に実行できる標準的

な仕様としている。 
以下に本プロトタイプ開発後の取り組むべ

き課題等を整理する。 
・爆発テロ事態発生に関する例外事例等の整

理 
例えば，その事態が複数個所で同時発生し

た場合，複数の発生点が複数の地方公共団体

の管轄エリアにまたがる場合が考えられ，本

稿で述べた危機対応業務分析をさらに進める

とともにプロトタイプシステムに搭載してい

る機能を評価することが求められる。 
・データ整備 
本プロトタイプシステムで示したように，

容易に入手できるデータを利用した情報シス

テムであっても業務分析に基づき活用する局

面を想定できなければ有効なツールとなり得

ない。前述のように，国民保護計画では，地

方公共団体は大規模集客施設等のデータを整

備することも求められている。被害見積もり

の算出等事態の規模によって活用可能なデー

タも異なる。対象とする事態の規模と活用の

具体的な局面を想定しデータを整備すること

が求められる。 
・本システムの実効性の検証 
本システムは，汎用的な GIS ソフトウエア

を利用し操作するボタンは１つのツールバー

の中に格納されている等，操作性の簡易化を

試みた。地方公共団体の実務者が訓練等を通

して利用することも情報システムの有効性を

検証するためには必要であると考えている。 
・情報システムの環境と発展 
本プロトタイプは，事態発生の際の本部の

情報処理を効果的に支援する情報システムと
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なる。関連部局等は，本部において情報閲覧，

報告様式の紙資料で出力結果の情報を入手す

ることができる。滋賀県では，関係各課が被

災現場において対応業務を実施することはほ

ぼ考えられなかった。市町村が利用する場合，

市町村は避難活動を実施する責務があり，関

係各課が被災現場で活動することが想定され

る。これらの情報を庁内共有するためには

Web 環境でのシステム構築が効果的である

と考えている。 

5 おわりに 

本研究で得られた成果を以下にまとめる。 
① 国民保護計画は，国民保護法の成立の経緯

から武力攻撃事態に対する侵害を除去するた

めの対策に着目されるが，あくまでも地方公

共団体の国民保護計画は，武力攻撃事態等が

発生した際の措置について計画を策定するも

のである。また，対峙するハザードは実務者

が未知の武力攻撃等によるハザード発生を想

定するものであり，これまで取り扱ったこと

のない新しい計画として取り扱われる。本稿

では，計画で想定されている武力攻撃等の事

態の中で優先度の高い事態は，緊急対処事態

（テロリズムによる攻撃）であることを述べ，

点発生の一現場型又は複数現場型の危機対応

を実行するための区域形成等の手法を提示し

た。 
② 滋賀県の国民保護計画に携わる実務者と

協働で危機対応業務フロー分析を行った。日

本の地方公共団体の実務者が未経験の危機対

応業務ではあるが，一元的な危機管理システ

ムの視点を実務者が理解することで危機対応

業務分析が可能となった。国の事態認定前の

爆発によるテロリズム攻撃を想定し，実務者

の暗黙の経験等も加味し，どのような危機対

応業務をどのような手続きで行うのかといっ

た具体的な業務内容を DFD 等の手法を用い

て記述することができた。本分析結果は，本

部長や本部班長等危機発生時の役割に応じて

何をするべきなのかを容易に把握することが

できるとともに，具体的に業務を実施する実

務者は，業務遂行手順や利用する資源を把握

できるものとなった。業務分析では，国の事

態認定の前後で規範とする法律が異なり，対

策本部の名称や組織編成等も移行される。速

やかに体制移行を行い，組織を編成するため

に，実務者の状況認識の統一を図ることが重

要である等が明らかになった。 
③ 国民保護計画における危機対応分析結果

に基づき要件定義を行い，国民保護計画を効

果的に実施するための情報システムのプロト

タイプを開発した。必要要件から，必要とす

る情報の検索機能，対応状況の登録機能，区

域形成と空間に基づく被害等の見積もり算出

機能等の実装機能を備えた GIS を利用した

プロトタイプシステムを開発することができ

た。その中で，危機対応業務分析に基づき報

告様式への情報集約の重要性を述べ，その情

報処理過程等効率化すべき処理過程は自動化

することができた。   
本研究では，国民保護計画を効果的に実施

するための情報システムの開発の過程で生成

される具体的な危機対応業務分析結果や最終

成果物であるプロトタイプシステムとともに，

国民保護計画を一元的な危機管理の仕組みと

してとらえることの重要性を提示し，国民保

護計画作成後に都道府県や市町村で取り組ま

れるマニュアル作りや訓練，情報システム導

入のための具体的な方策を示したものである。 
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補注 
(1) 武力攻撃事態対処法 
正式には「武力攻撃事態等における我が国

の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律」といい，有事法制全体の基本

的な枠組みを示した法律として位置づけられ

ている。 
(2) 有事関連七法 
武力攻撃事態対処法に定められた基本理念

の下，事態対処法として「米国行動関連措置
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法」，「捕虜取扱い法」，「自衛隊法一部改正法」，

「国際人道法違反処罰法」，「海上輸送規制法」，

「特定公共施設利用法」，「国民保護法」から

なる。 
(3) 一現場型の危機対応形態に準じた区域形

成 
英国では，2005 年 7 月 7 日にロンドンで

発生した地下鉄，2 階建てバスの爆弾テロ事

案が発生した。付図１のように，BBC New
において一現場型の危機対応形態での危機対

応状況が報じられた。 

 
付図 1 ロンドン爆発テロ事案における 

危機対応 
(4) 業務フロー分析のための紙のカード等 
業務フロー分析のための紙のカード等は，

どのような危機対応業務を行うのかを洗い出

すシートとその業務を誰が，どのような手続

きで，どのような資源を利用して遂行するの

かを記述するためのカードとで構成している。 
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